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第1章問題の所在と目的

第！節わが国の道路交通におけるバリアフリ

　　　　ーについて

1、バリアフリーに関する先行研究及び資料分析

　，「バリアフリー」の理念は「全ての人が全ての場

所に同じように自力で行くことができるべきであ

る」というものであり、わが国ではバリアフリーに

関する研究がいろいろな視点から行われてきた。

　日比野（2000）は「福祉のまちづくり」や「バリ

アフリー・デザイン」に関する研究を数多く行って

いる。また、まちづくりは「すべての人、とりわけ

障害者・高齢者らの豊かで楽しく美しい生活環境の

創造」といえると述べている。そして、独自の発想

法である自己啓発型教授法（HM法）をもとに研究

を行っている。

　また、森（2000）はバリアを「障壁」と表現し、

その「障壁」を①物理的障壁、②清報の障壁、③心

理的障壁、④制度的障壁の4つに分類している。1

番目の「障壁」は物理的障壁であり、高さ、長さ、

重さ、時間といったものが「行く手を阻む」ことを

いい、本来の意味での「バリア」がこれにあたると

している。②の情報の障壁は、見る、聞く、話す、

嗅ぐ、味わう、触れるといったことができない場合

に不都合が起きることである。③の心理的障壁は人

の心の中にある感情や不確かな知識が障壁になるこ

とである。偏見やあきらめ、憐潤などがこれにあた

る。④の制度的障壁は本人の意思や能力ではなく、

「障害」を理由として一律に資格取得等を制限する

ようなことであり、このなかには他の国では問題と

されないものも含まれている場合がある。これら4

種類の障壁から様々な現象を観察して、どこが障壁

か、その障壁をどのようにして解消するのかを考え

続けなければならないと森は指摘している。

　高森（1999）は、福祉のまちづくり運動の目的は

移動制約者の自立的社会参加を可能にすることにあ

るとし、まちづくりの目標と現状のギャップを埋め

る方策には2つの方法があると述べている。ひとつ

は現状をレベルアップして目標に接近させる方法で

あり、あとひとつは目標をレベルダウンさせる方法

であるとしている。これをもとに高森は移動制約者

の交通システムの目標を「A－1人で自由に外出可能」

と「B－1人の介助で外出可能」に想定した。A案を

達成するには天文学的な費用と時問を要するので実

現性に乏しいとし、B案の視点からのまちづくりを

選択することになると述べている。また、高森の考

えるまちづくり活動の目標を定めるまでの流れは

「現状の確認→問題点の分析→代替え案の探索→代

替え案の選択→改善目標の定立→改善→検証→評

価」となっている。しかし、その先へは遅々として

進まない現状にあると指摘し、その原因は①移動

制約者の交通問題を受け入れる窓口がわからないこ

と、②移動制約者に関する知識が少ないこと、③研

究事例が少ないこと、④この種の交通需要を過小評

価していること、⑤移動制約者と身体障害者を同一

視していること、⑥交通行政のねらいが「できるだ

け多くの人を乗せる」にあるのか、「誰でも乗せる」

ことにあるのかの混乱が生じていること、⑦交通行

政において優先順位が低いこと、などの問題を解決

する対策を持たなかったからであるとしている。

　池田（1999）は交通ボランティア育成実行委員会

において「交通ボランティア」の育成と研究に取り

組んでいる。「交通ボランティア」とは、障害者・

高齢者が、鉄道交通を利用する際に何らかのサポー

トをすることに同意を得た場合等に、交通事業者等

が利用者ごとの二一ズに忠実な移動補助を活動の基

本べ一スとするものである。交通ボランティアは、

これらの活動を通して障害者・高齢者が直面してい

る鉄道利用時の様々な障壁に対し、常に問題意識を

もちながらも批判家に陥らず、具体的な解決策の提

示に向けて当事者と行政機関及び交通事業者等をコ
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一ディネートしていく主体的で責任をもった市民活

動であり、鉄道のバリアフリー化において必要とさ

れている。

　また、金（1999）によると、韓国において交通問

題の解決に対する市民要求がより積極的に噴出しだ

した1993年に、くるま中心の交通体系の外側に置

かれてきた歩行者や障害者などの交通権を実現する

ために緑色交通運動が始まった。緑色交通運動は

1993年に「人と自動車の調査、歩行権伸張」とい

うスローガンを掲げたが、その「歩行権伸張のため

の市民ウォーキング」は障害者、子ども、高齢者を

含めた市民約500人が集まって「歩行者権利宣言」

を発表し、交通問題を解決する一つの鍵として歩行

権間題を社会的な次元で問題を提起したとされてい

る。また、1年後の1994年には障害友権益問題研究

所と共催した「交通弱者と障害者移動権確保のため

のともに歩く市民ウォーキング」において、障害者

と市民が集まり車いすにのって大衆交通手段（電車、

バスなどの輸送手段）を利用して移動することによ

り、障害者交通権がどれ程侵害されているのかを

「体験」方式で提起した。この他にも「歩行者交通

環境に対する国民世論調査」「横断歩道車両停止線

での停止地点調査」「地下鉄駅障害者便宜施設実態

調査」等の様々な実態調査を通して歩行交通の実態

と障害者等の権利問題を浮き彫りにしてきた。今後

は単純な主張や要求ではなく、合理的な対案提示ま

で発展する必要があるとし、一定の都市や地方自治

単位で緑色交通網構築の実現に参加する役割と担え

るほどの専門性を確保できなければならないと指摘

している。

　徳田ら（1999）は、視覚障害者の歩行環境に関す

る研究は誘導システムの開発・改良やまちづくりな

どの環境整備、人的支援や障害理解など、様々な視

点から行われてきたが、障害者の交通問題に関する

一般社会の障害理解についての研究はほとんどない

ことを指摘し、視覚障害者の歩行者としての交通安

全二一ズに関する調査研究を行った。

　この調査は原則として単独歩行（盲導犬歩行を含

む）をしている視覚障害者（全盲者343名、弱視者

459名）に対して行われた。また、雪道歩行での安

全確保に関するヒアリング調査や盲導犬使用者・弱

視者の事故事例、韓国・カナダにおける視覚障害者

の交通安全事情などについても調査を実施した。

　その結果、障害理解に関する二一ズとしては全盲

者・弱視者どちらの結果をみても、また、どの項目

においても一般社会における視覚障害者への理解が

不足していることがわかった。特に、弱視者に関し

ては「visibleではない障害」ゆえに一般の人々り認

識が浅く、弱視という障害がほとんど理解されてい

ない現状を明らかにした。そして、障害者への配慮

や白杖歩行者・盲導犬使用者・弱視者の歩行特性に

ついて、広く、また偏りなく理解を深めていく障害

理解教育を進めていかなくてはならないと指摘して

いる。具体的な二一ズとしては、「自動車の運転者

に対する二一ズ」「自転車の利用者に対する二一ズj

「歩行者に対する二一ズ」がある。

　自動車の運転者に対する二一ズとしては、路上駐

車している車（特にトラックの荷台や開けたままの

トランクなど〉にぶつかったり、路上駐車している

車をよけて車道を通ったために事故に遭いけがをす

る危険性が高いことや、点字ブロック上、あるいは

その付近での駐車が多いことから点字ブロックに関

する認識を促していくこと、また走行中の自動車に

対しては視覚障害者を見たら徐行または停止するこ

とを徹底させる必要があるとしている。次に自転車

の利用者に対する二一ズについては、「歩道は歩行

者優先」であるという一般的な交通安全教育をさら

に進めていく必要があるとしている。また、自転車

利用者は歩道を走る自転車に対して視覚障害者が危

険を感じていることや、特に夜間の無灯火自転車は

一般の歩行者や自動車、弱視者にとって極めて危険

な存在であるということを認識しなければならない

としている。歩行者に対する二一ズとしては、点字

ブロックや白杖歩行、盲導犬歩行などについて理解

し、それらに対する配慮が必要であるとしている。

さらに、子どもとその親に対しては、障害者への配

慮、視覚障害者の歩行特性などについて適切に伝え

ていく必要があるとしている。
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　歩行環境の整備に関する二一ズとしては、点字ブ

ロックや音声信号機などの視覚障害者誘導システム

の普及がある。しかし、設置の際には一部の視覚障

害者の意見を「一般的な視覚障害者の意見」として

とらえず、より多くの者の二一ズに応じられるよう

にしなければならないとしている。具体的な二一ズ

としては「積雪地域における二一ズ」「点字ブロッ

クヘの二一ズ」「音声信号機への二一ズ」が挙げら

れている。

　積雪地域に住む視覚障害者の二一ズとしては「歩

道が雪で埋まって車道を歩かなければならない」

「ランドマークが利用できない」などの意見がある

ことから、視覚障害者の交通安全を確保するための

歩道の積雪対策の必要性を指摘している。また、点

字ブロックに対する二一ズとしては、敷設方法の全

国統一がある。点字ブロックに関しては不正確な方

法で敷設されているものも多い。また、色に関して

は景観を重視した色よりも視認性の高い黄色が見や

すいという弱視者が多いことから、点字ブロックの

意味を再認識して、視覚障害者が利用しやすいもの

に改善する必要があるとしている。音声信号機への

二一ズとしては、全盲者、弱視者にとって音声信号

機が役に立つものであることが明らかになったこと

から、さらに音声信号機の増設を進めていく必要が

あるとしている。

　今後の課題としては、①視覚障害者が経験した交

通事故の分析、②視覚障害者に対する交通安全教育

の実態調査、③ドライバー・ライダー・歩行者に対

する理解促進のための啓発活動を挙げており、今後、

障害者への配慮や白杖歩行者・盲導犬使用者・弱視

者の歩行特性について、広く、また偏りなく理解を

深めていく障害理解活動を進めていく必要があるこ

とを指摘し、いくつかの調査をもとに具体的な提言

を公表している（徳田ら，2000）。

用施設設備ガイドライン」を策定したのが、国とし

て一般のバリアフリーの基準を定めた初めであると

されている。この時点で運輸省が調査した国鉄のエ

レベーター設置駅は41駅、私鉄（大手15社）のエ

レベーター設置駅は23駅、営団・公営地下鉄にお

いてはエレベーター設置駅が18駅であり、この数

は1995年度末には国鉄が108駅、私鉄が162駅、営

団・公営地下鉄が165駅に増えている（表1）。この

後、1985年には建設省が「視覚障害者誘導ブロッ

ク設置指針について」を通達、1991年には運輸省

が「鉄道駅におけるエスカレーター設備指針」を策

定している。

　1995年には「障害者対策に関する新長期計画」

（平成5年度から14年度〉の具体化を図るための重

点施策実施計画として「障害者プラン～7か年戦略」

が作成された。そのなかで歩行空問の整備や移動交

通対策として以下のようなことが挙げられている。

歩行空間の整備

・21世紀初頭までに歩行者利用が見込まれる主な

道路（約26万㎞）農地約5割（約13万㎞）につ

　いて、車いすがすれ違え、障害者等も安全で快適

　に利用できる幅の広い歩道（幅員3m以上）を整

　備することを目標に、その整備を推進する。

・歩道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックの設

　置を積極的に推進するとともに、放置自転車をな

　くすための自転車駐車場の整備、電線共同溝の整

備等による電線類の地中化等を通じ、安心して歩

行できる空間を確保する。

・大都市圏の大部分の駅や地方圏の主要な駅を中心

　に、駅前広場、車道部のかさ上げにより連続的に

平坦性が確保された幅の広い歩道、昇降装置付立

体横断施設、動く歩道等の整備等を推進する。

2，障害者の交通安全に関連する施策・まちづくり

①交通安全に関する施策

　「国連・障害者年の10年」が始まった1983年に、

運輸省が「公共交通ターミナルにおける身体障害者

移動・交通対策の推進

・都市内の障害者用駐車スペースの確保を推進する

　こととし、特に道路付属物として整備する駐車場

　については、全てに障害者用駐車スペースを整備

　する。
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表1．高齢者・障害者等のための公共交通機関施設整備等の状況（運輸省資料による）

82年度 95年度 整備率（％） 対82年度比（％）

凪（国鉄） 総駅数4β41

・エレベーターの設置
41 108 2．3 2．6

・エスカレーターの設置
73 200 4．3 2．7

身体障害者用トイレの設置
120

1，052 22．7 8．8

・誘導・警告ブロックの設置
571

2，519 54．3 4．4

・車いす用通路の整備
232 1，905 41．0 8．2

自動券売機に点字テープ貼付 384 1，837 39．6 4．8

私鉄 総駅数1，766

・エレベーターの設置
23 162 9．2 7．0

・エスカレーターの設置
75 359

20．3 4．8

身体障害者用トイレの設置
164

1，380 78．1 8．4

・誘導・警告ブロックの設置
598

1，720 97．4 2．9

・車いす用通路の整備
813 1，564 88．6 1．9

自動券売機に点字テープ貼付 1，049 1β63 77．2 1．3

営団・公営地下鉄 総駅数489
・エレベーターの設置

18 165
33．7 9．2

・エスカレーターの設置
230 411

84．0 1．8

身体障害者用トイレの設置
112 347 7LO 3．1

・誘導・警告ブロックの設置
256 489 100．0 L9

・車いす用通路の整備
320 420

85．9 1．3

自動券売機に点字テープ貼付
151 460

94．1 3．0

・高速道路等のサービスエリア及びパーキングエリ

　ア並びに主要な幹線道路で整備を進めている「道

　の駅」の全てについて、障害者用トイレ、駐車場

　を整備する。

　現在では、2000年に「高齢者、身体障害者等の

公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律」（通称　交通バリアフリー法）が制定され、

公共交通では駅のエスカレーターの設置が活発に行

われているほか、車いすに乗ったままでも利用が容

易なノンステップバスや低床バスの導入が進んでい

る。

②交通安全に関するまちづくり

　現在、日本の各地で「福祉のまちづくり条例」が

制定されている。日本初の「福祉のまちづくり条例」

といえるものは、1974年に東京都町田市で「町田

市の建物等に関する福祉環境整備要項」として制定

されたものである。

　日本障害者協議会（1995）は、障害のある市民が

「福祉のまちづくり」に求めてきたものは、障害の

ない市民と同じ体験の中で生活することであり、自

らの自立生活の機会を獲得することであると述べて

いる。そして、法制化によってどのように生活環境

が変わるか期待される部分も多い。しかし、既存施

設の改善手法及び整備のチェック方法が今後の重要

な課題となっており、今後条例化に合わせて計画時

のチェックや竣工後の利用評価などを行う住民主体

の組織を設置しながらより条例化が進むように進め

られなければならないとしている。

　また日比野（1999〉は、今日では公共施設などの

バリアフリーデザインがかなり進んだが、それらを

結ぶ交通機関とアクセスが大きな課題になるとして

いる。そして、交通環境が福祉のまちづくりの中心

課題になってきており、その際には交通権の思想が

重要となると述べている。交通権とは「国民の交通

する権利」のことであり、日比野ら（1998）が

1986年に誕生した交通権学会の設立10周年記念と

してまとめたものである。
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　さらにもり（1999）によると、近年各自治体で制

定されている条例では、「高齢者、身体障害者等が

円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律」

（通称　ハートビル法）にいう「特定建築物」の建

造主に対して、事前の協議を求めているという。た

だし、これらの規定に罰則はなく、実効性について

疑問視する声がないわけではないとしている。また、

まちづくり条例のもう一つの柱は「社会連帯の理念

の啓発」であるとし、この条例にしたがう形で、学

校教育や社会教育の場で啓発が試みられていると述

べている。

　以下に実際に制定されたまちづくり条例やまちづ

くりの主な例を紹介する。

（1〉大阪府福祉のまちづくり条例（平成5年4月施

　　行、平成8年4月に改正施行）

　大阪府福祉のまちづくり条例は不特定多数の人が

利用する施設に対し、福祉的な配慮を求めており、

特に公共性の高い施設について、新設の場合は事前

協議、既存施設の場合は条例への適合状況の調査や

改善の策定などの手続きを施設設置者、管理者に求

めている。

・具体的な整備基準例

　　歩道

　　幅員　一90cm

　　段差　一歩道と車道とが接続する部分には段

　　　　　　差を設けない（すりつける）

　　その他一平坦で滑りにくく水はけをよくする

　　　　　一視覚障害者用信号付加装置の設置さ

　　　　　　れている横断歩道に接する部分及び

　　　　　　横断歩道橋の昇降口等には、視覚障

　　　　　　害者用誘導ブロックを敷設する

　身体障害者用駐車場

　　駐車枠一幅350cm以上

　　数　　一1以上

　　その他一出入口に最も近い位置に設ける

　　　　　一国際シンボルマークを表示する

・その他

　認定証一条例で定める整備基準に適合するよう

　　　　に整備・改善がなされた都市施設には

　　　　新設・既設を問わず「適合証」を交付

　　　　する。この適合証はすべての人々が安

　　　　心して利用できる施設の指標となるも

　　　　のとする

、福祉のまちづくり推進委員会

一福祉のまちづくりが円滑に推進される

　よう、学識経験者、障害者団体代表、

事業者団体代表などからなる「福祉の

　まちづくり推進委員会」を設置し、進

行管理や推進方策の検討を行う

（2）和歌山県福祉のまちづくり条例（平成9年10月

　　施行）

　和歌山県福祉のまちづくり条例では、障害者や高

齢者等の行動や社会参加を阻んでいる様々な障壁を

取り除き、すべての人が自らの意思で自由に行動し、

主体的に社会参加ができ、ともに地域社会で快適に

暮らせる「福祉のまちづくり」を推進している。

・具体的な整備基準例

　　歩道

　　幅員　　　　一200cm以上

　　すりつけ勾配一歩道等の巻込み部における歩

　　　　　　　　　道等と車道とのすりつけ及び

　　　　　　横断歩道における歩道等と車

　　　　　　道とのすりつけについて次に

　　　　　　定める構造とすること

　　　　　　アすりつけ勾配は8％とす

　　　　　　　　ること

　　　　　　イ　車道と歩道等は縁石等で

　　　　　　　　区画するものとし、車い

　　　　　　　　す使用者が通過する際に

　　　　　　　　支障となる段を設けない

　　　　　　　　こと

横断歩道における中央分離帯と車道とのすり

つけ

　　　　　一縁石等で区画するものとし、

　　　　　　同一の高さですりつけること

グレーチングー歩道等を横断する排水溝を設
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　　　　　　　　ける場合には溝ぶたを設け、

　　　　　　　　その溝ぶたは条例によって定

　　　　　　　　められた構造にすること

　　点字ブロックー必要に応じて、注意喚起用床

　　　　　　　　材及び誘導用床材を敷設する

　　　　　　　　　こと

　　地下横断歩道及び横断歩道橋

　　　　　　　　一地下横断歩道の幅員は170cm

　　　　　　　　以上、横断歩道橋の幅員は

　　　　　　　　120cm以上

　　　　　　　　一段を設ける場合には次に定め

　　　　　　　　　る構造とすること

　　　　　　　　　ア　必要に応じて手すりを設

　　　　　　　　　　ける

　　　　　　　　　イ　回り段を設けないこと

　　　　　　　　　ウ　表面は粗面とし、又は滑

　　　　　　　　　　　りにくい材料で仕上げる

　　　　　　　　　　こと

　　　　　　　　　工　踏面の色とけあげの色を

　　　　　　　　　　明度差の大きいものとす

　　　　　　　　　　る（識別しやすく、かつ、

　　　　　　　　　　つまずきにくいもの）

　　　　　　　　　オ　段の上端に近接する歩道

　　　　　　　　　　等及び踊場の部分には、

　　　　　　　　　　注意喚起用床材を敷設す

　　　　　　　　　　　ること

　　　　　　　　一必要に応じてエレベーターを

　　　　　　　　　設置すること

　駐車場

　　駐車枠一幅350cm以上

　　数　　一1以上

　　その他一車いす使用者である旨を見やすい方

　　　　　　法により表示すること

・その他

　認定証一公共的施設所有者等は、当該公共的施

　　　　　設が障害者、高齢者等が安全かつ円滑

　　　　　に利用できるように配慮された施設で

　　　　　あることを証する証票の交付を知事に

　　　　　請求することができる

（3）香川県福祉のまちづくり条例（平成12年4月施

　　行）

　香川県福祉のまちづくり条例では、障害のある方

や高齢者をはじめ、すべての人が住みなれた地域の

中で安心して生活でき、積極的に社会参加ができる

ような福祉のまちづくりを進めている。

・具体的な整備基準例

塑
　　　幅員　　　　一200cm以上

　　　すりつけ勾配一12分の1以下

　　横断歩道　　一車いす使用者が円滑に通行で

　　　　　　　　　きるように中央分離帯と車道

　　　　　　　　　とをすりつける

　　　グレーチングー杖等の使用者の通行に支障の

　　　　　　　　　ない構造の溝ぶたの設置

　　　点字ブロックー状況に応じて視覚障害者の誘

　　　　　　　　　導等に配慮したブロックの敷

　　　　　　　　　設

　　　その他　　　一歩道と車道の明確な分離

　　身体障害者用駐車場

　　　駐車枠一幅350cm以上（そのうち100cm以上

　　　　　　を乗降スペースとする）

　　　数　　一1以上

　　　その他一駐車施設から施設の出入口まで、安

　　　　　　全性に配慮した経路の確保

　　　　　　一杖等の使用者の通行に支障のない構

　　　　　　造の溝ぶたの設置

　　　　　　一高低差のある場合の傾斜路又は車い

　　　　　　す使用者用特殊構造昇降機の設置

・その他

　　適合証一整備基準に適合している公共的施設に

　　　　　　は、請求により、知事が適合証を交付

　　　　　　する

　　香川県福祉のまちづくり推進協議会

一推進協議会は、福祉のまちづくりの推

　進のために必要な情報交換、連絡調整

　等を行う。また、それとともに県民一

　人一人が福祉のまちづくりに積極的に

　参加し協力する機運を醸成するための
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啓発活動を展開し、福祉のまちづくり

を推進することを目的としている。

（4）岡山県福祉のまちづくり条例（平成12年4月一’

　　部施行、平成13年4月建築物等の新築や改築な

　　どの際の届け出手続き等施行）

　岡山県はすべての入の個性と人権が尊重され、あ

らゆる活動へ主体的に参加し、快適に生き生きと生

活できる社会をめざして、高齢者、障害者等の活動

を阻む様々な障壁（バリア）を取り除き、誰もが自ら

の意思で自由に行動し、安全かつ快適に生活できる

住みよい福祉のまちづくりを県民総参加で進めると

している。

・具体的な整備基準例

遡
　　　幅員一200cm以上。ただし、自転車歩行者道

　　　　　は300cm以上で100cm以上の平坦部分

　　　　　を確保すること

　　交差点、縁石の切り下げ部分のすりつけ勾配

　　　　一5％（やむを得ない場合は8％〉

　　身体障害者用駐車場

　　駐車枠一幅350cm以上

　　数一20台以上100台以下の場合は1台以

　　　　　　上、100台を超えた場合は100台ご

　　　　　　とに1台加算した数

　　その他一出入り口に近い位置

　　　　　一車いす使用者である旨の表示

　　　　　一水平面の確保

　その他

　認定証一生活関連施設（病院、店舗、集会場、

　　　　　ホテル、学校、官公庁舎、公共交通機

　　　　　関の施設、道路、公園その他の不特定

　　　　　かつ多数の者が利用する施設及びこれ

　　　　　に順ずる施設）の設置者等は、当該生

　　　　　活関連施設の構造及び設備が整備基準

　　　　　に適合しているときは、規則で定める

　　　　　ところにより、高齢者、障害者等にわ

　　　　　かりやすく表示するように努めるもの

　　　　　とする

高齢者、障害者等の意見

一特定生活関連施設（生活関連施設のう

　ち高齢者、障害者等が安全かつ円滑に

　利用できるように特に整備を促進する

　ことが必要な施設）の新築等をしよう

　とする者は当該特定生活関連施設の新

　築等に当たり、高齢者、障害者等の意

　見を聞くように努めるものとする

　これらのまちづくり条例の主な共通点として、い

ずれの県においても条例で定める整備基準に適合す

るように整備・改善がなされた施設に対して認定証

を交付していることが挙げられる。また、整備基準

においては、身体障害者用駐車場の幅が350cmと共

通していた。

　また、相違点としては、大阪府福祉のまちづくり

条例では整備基準において歩道の幅が90cm以上で

あるのに対し、他の3つの条例は200cm以上として

いることが挙げられる。さらに岡山県福祉のまちづ

くり条例では自転車歩行車道についての基準（幅を

300cmとし、そのうち100cm以上の平坦部分を確保

する〉も定めている。その他の相違点としては、香

川県福祉のまちづくり条例と岡山県福祉のまちづく

り条例においては、身体障害者用駐車場の幅だけで

なく、乗降スペースの幅や設置台数、駐車場の水平

面の確保、駐車場への通路の幅等の基準についても

定めていることが挙げられる。

　制定年による違いとしては、岡山県福祉のまちづ

くり条例が平成13年に施行されており、4つの条例

のうちでは1番新しい条例といえる。この岡山県福

祉のまちづくり条例においては、歩道やすりつけ勾

配、身体障害者用駐車場などにおいて幅だけでなく、

自転車歩行車道や身体障害者用駐車場の台数につい

て、また、施設等を新築する際に高齢者や障害者か

らの意見を聞くように努めるなど他の条例にはあま

りみられない細かい点についても基準を定めてい

るQ

　埼玉新聞によると埼玉県では1995年3月にまちづ

くり条例が制定されたが、県の調べで1999年8月の
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平成12年度研究調査報告書車いす使用者の交通安全二一ズに関する調査研究報告書平成13年4月　　　　財団法人国際交通安全学会1魏脚‘加α碗SSO6加ゴ0π（ゾ％顔厩π4’5ゆり756勧6θS研究委員会の構成P　L徳　田　克　己　　（筑波大学心身障害学系助教授）メンバー　松村　　　　　　水　野みち子智　美（タウンクリエイター代表）（福山平成大学経営学部専任講師〉事務局：　小　宮　孝　司　　（国際交通安全学会）研究協力者：　富　樫　　　　　　藤　田　　　　　　西　館美奈子晃　子有　沙（茨城キリスト教大学助手）（筑波大学大学院教育研究科2年）（筑波大学大学院教育研究科2年）　本研究を実施するにあたって、全国脊髄損傷者連合会および日本車椅子バスケットボール連盟に多大なご協力をいただきました。ここに記して深く感謝申し上げます。目次研究委員会の構成第1章　問題の所在と目的　　第1節　わが国の道路交通におけるバリアフリーについて　　　1．バリアフリーに関する先行研究及び資料分析　　　2．障害者の交通安全に関連する施策・まちづくり　　　　　�@交通安全に関する施策　　　　　�A交通安全に関するまちづくり　　　　　�B交通バリアフリー法　　第2節　本研究の目的11334810第2章方法　　第1節　調査対象者　　第2節調査項目　　第3節　調査手続き111316第3章　結果と考察　　第1節　外出時の工夫に関する内容　一　第2節　障害理解に関する内容　第3節　歩行環境の整備に関する内容　第4節　事故などの経験に関する内容17203140第4章総合的考察　　第1節　まとめ　　　1．障害理解に関する二一ズ　　　2。歩行環境の整備に関する二一ズ　第2節　視覚障害者の交通安全二一ズと車いす使用者の交通安全二一ズの共通点と相違点　第3節　具体的な提言　第4節　今後の課題434344454649参考文献・引用文献50写真52第1章問題の所在と目的第！節わが国の道路交通におけるバリアフリ　　　　ーについて1、バリアフリーに関する先行研究及び資料分析　，「バリアフリー」の理念は「全ての人が全ての場所に同じように自力で行くことができるべきである」というものであり、わが国ではバリアフリーに関する研究がいろいろな視点から行われてきた。　日比野（2000）は「福祉のまちづくり」や「バリアフリー・デザイン」に関する研究を数多く行っている。また、まちづくりは「すべての人、とりわけ障害者・高齢者らの豊かで楽しく美しい生活環境の創造」といえると述べている。そして、独自の発想法である自己啓発型教授法（HM法）をもとに研究を行っている。　また、森（2000）はバリアを「障壁」と表現し、その「障壁」を�@物理的障壁、�A清報の障壁、�B心理的障壁、�C制度的障壁の4つに分類している。1番目の「障壁」は物理的障壁であり、高さ、長さ、重さ、時間といったものが「行く手を阻む」ことをいい、本来の意味での「バリア」がこれにあたるとしている。�Aの情報の障壁は、見る、聞く、話す、嗅ぐ、味わう、触れるといったことができない場合に不都合が起きることである。�Bの心理的障壁は人の心の中にある感情や不確かな知識が障壁になることである。偏見やあきらめ、憐潤などがこれにあたる。�Cの制度的障壁は本人の意思や能力ではなく、「障害」を理由として一律に資格取得等を制限するようなことであり、このなかには他の国では問題とされないものも含まれている場合がある。これら4種類の障壁から様々な現象を観察して、どこが障壁か、その障壁をどのようにして解消するのかを考え続けなければならないと森は指摘している。　高森（1999）は、福祉のまちづくり運動の目的は移動制約者の自立的社会参加を可能にすることにあるとし、まちづくりの目標と現状のギャップを埋める方策には2つの方法があると述べている。ひとつは現状をレベルアップして目標に接近させる方法であり、あとひとつは目標をレベルダウンさせる方法であるとしている。これをもとに高森は移動制約者の交通システムの目標を「A−1人で自由に外出可能」と「B−1人の介助で外出可能」に想定した。A案を達成するには天文学的な費用と時問を要するので実現性に乏しいとし、B案の視点からのまちづくりを選択することになると述べている。また、高森の考えるまちづくり活動の目標を定めるまでの流れは「現状の確認→問題点の分析→代替え案の探索→代替え案の選択→改善目標の定立→改善→検証→評価」となっている。しかし、その先へは遅々として進まない現状にあると指摘し、その原因は�@移動制約者の交通問題を受け入れる窓口がわからないこと、�A移動制約者に関する知識が少ないこと、�B研究事例が少ないこと、�Cこの種の交通需要を過小評価していること、�D移動制約者と身体障害者を同一視していること、�E交通行政のねらいが「できるだけ多くの人を乗せる」にあるのか、「誰でも乗せる」ことにあるのかの混乱が生じていること、�F交通行政において優先順位が低いこと、などの問題を解決する対策を持たなかったからであるとしている。　池田（1999）は交通ボランティア育成実行委員会において「交通ボランティア」の育成と研究に取り組んでいる。「交通ボランティア」とは、障害者・高齢者が、鉄道交通を利用する際に何らかのサポートをすることに同意を得た場合等に、交通事業者等が利用者ごとの二一ズに忠実な移動補助を活動の基本べ一スとするものである。交通ボランティアは、これらの活動を通して障害者・高齢者が直面している鉄道利用時の様々な障壁に対し、常に問題意識をもちながらも批判家に陥らず、具体的な解決策の提示に向けて当事者と行政機関及び交通事業者等をコ1一ディネートしていく主体的で責任をもった市民活動であり、鉄道のバリアフリー化において必要とされている。　また、金（1999）によると、韓国において交通問題の解決に対する市民要求がより積極的に噴出しだした1993年に、くるま中心の交通体系の外側に置かれてきた歩行者や障害者などの交通権を実現するために緑色交通運動が始まった。緑色交通運動は1993年に「人と自動車の調査、歩行権伸張」というスローガンを掲げたが、その「歩行権伸張のための市民ウォーキング」は障害者、子ども、高齢者を含めた市民約500人が集まって「歩行者権利宣言」を発表し、交通問題を解決する一つの鍵として歩行権間題を社会的な次元で問題を提起したとされている。また、1年後の1994年には障害友権益問題研究所と共催した「交通弱者と障害者移動権確保のためのともに歩く市民ウォーキング」において、障害者と市民が集まり車いすにのって大衆交通手段（電車、バスなどの輸送手段）を利用して移動することにより、障害者交通権がどれ程侵害されているのかを「体験」方式で提起した。この他にも「歩行者交通環境に対する国民世論調査」「横断歩道車両停止線での停止地点調査」「地下鉄駅障害者便宜施設実態調査」等の様々な実態調査を通して歩行交通の実態と障害者等の権利問題を浮き彫りにしてきた。今後は単純な主張や要求ではなく、合理的な対案提示まで発展する必要があるとし、一定の都市や地方自治単位で緑色交通網構築の実現に参加する役割と担えるほどの専門性を確保できなければならないと指摘している。　徳田ら（1999）は、視覚障害者の歩行環境に関する研究は誘導システムの開発・改良やまちづくりなどの環境整備、人的支援や障害理解など、様々な視点から行われてきたが、障害者の交通問題に関する一般社会の障害理解についての研究はほとんどないことを指摘し、視覚障害者の歩行者としての交通安全二一ズに関する調査研究を行った。　この調査は原則として単独歩行（盲導犬歩行を含む）をしている視覚障害者（全盲者343名、弱視者459名）に対して行われた。また、雪道歩行での安全確保に関するヒアリング調査や盲導犬使用者・弱視者の事故事例、韓国・カナダにおける視覚障害者の交通安全事情などについても調査を実施した。　その結果、障害理解に関する二一ズとしては全盲者・弱視者どちらの結果をみても、また、どの項目においても一般社会における視覚障害者への理解が不足していることがわかった。特に、弱視者に関しては「visibleではない障害」ゆえに一般の人々り認識が浅く、弱視という障害がほとんど理解されていない現状を明らかにした。そして、障害者への配慮や白杖歩行者・盲導犬使用者・弱視者の歩行特性について、広く、また偏りなく理解を深めていく障害理解教育を進めていかなくてはならないと指摘している。具体的な二一ズとしては、「自動車の運転者に対する二一ズ」「自転車の利用者に対する二一ズj「歩行者に対する二一ズ」がある。　自動車の運転者に対する二一ズとしては、路上駐車している車（特にトラックの荷台や開けたままのトランクなど〉にぶつかったり、路上駐車している車をよけて車道を通ったために事故に遭いけがをする危険性が高いことや、点字ブロック上、あるいはその付近での駐車が多いことから点字ブロックに関する認識を促していくこと、また走行中の自動車に対しては視覚障害者を見たら徐行または停止することを徹底させる必要があるとしている。次に自転車の利用者に対する二一ズについては、「歩道は歩行者優先」であるという一般的な交通安全教育をさらに進めていく必要があるとしている。また、自転車利用者は歩道を走る自転車に対して視覚障害者が危険を感じていることや、特に夜間の無灯火自転車は一般の歩行者や自動車、弱視者にとって極めて危険な存在であるということを認識しなければならないとしている。歩行者に対する二一ズとしては、点字ブロックや白杖歩行、盲導犬歩行などについて理解し、それらに対する配慮が必要であるとしている。さらに、子どもとその親に対しては、障害者への配慮、視覚障害者の歩行特性などについて適切に伝えていく必要があるとしている。2　歩行環境の整備に関する二一ズとしては、点字ブロックや音声信号機などの視覚障害者誘導システムの普及がある。しかし、設置の際には一部の視覚障害者の意見を「一般的な視覚障害者の意見」としてとらえず、より多くの者の二一ズに応じられるようにしなければならないとしている。具体的な二一ズとしては「積雪地域における二一ズ」「点字ブロックヘの二一ズ」「音声信号機への二一ズ」が挙げられている。　積雪地域に住む視覚障害者の二一ズとしては「歩道が雪で埋まって車道を歩かなければならない」「ランドマークが利用できない」などの意見があることから、視覚障害者の交通安全を確保するための歩道の積雪対策の必要性を指摘している。また、点字ブロックに対する二一ズとしては、敷設方法の全国統一がある。点字ブロックに関しては不正確な方法で敷設されているものも多い。また、色に関しては景観を重視した色よりも視認性の高い黄色が見やすいという弱視者が多いことから、点字ブロックの意味を再認識して、視覚障害者が利用しやすいものに改善する必要があるとしている。音声信号機への二一ズとしては、全盲者、弱視者にとって音声信号機が役に立つものであることが明らかになったことから、さらに音声信号機の増設を進めていく必要があるとしている。　今後の課題としては、�@視覚障害者が経験した交通事故の分析、�A視覚障害者に対する交通安全教育の実態調査、�Bドライバー・ライダー・歩行者に対する理解促進のための啓発活動を挙げており、今後、障害者への配慮や白杖歩行者・盲導犬使用者・弱視者の歩行特性について、広く、また偏りなく理解を深めていく障害理解活動を進めていく必要があることを指摘し、いくつかの調査をもとに具体的な提言を公表している（徳田ら，2000）。用施設設備ガイドライン」を策定したのが、国として一般のバリアフリーの基準を定めた初めであるとされている。この時点で運輸省が調査した国鉄のエレベーター設置駅は41駅、私鉄（大手15社）のエレベーター設置駅は23駅、営団・公営地下鉄においてはエレベーター設置駅が18駅であり、この数は1995年度末には国鉄が108駅、私鉄が162駅、営団・公営地下鉄が165駅に増えている（表1）。この後、1985年には建設省が「視覚障害者誘導ブロック設置指針について」を通達、1991年には運輸省が「鉄道駅におけるエスカレーター設備指針」を策定している。　1995年には「障害者対策に関する新長期計画」（平成5年度から14年度〉の具体化を図るための重点施策実施計画として「障害者プラン〜7か年戦略」が作成された。そのなかで歩行空問の整備や移動交通対策として以下のようなことが挙げられている。歩行空間の整備・21世紀初頭までに歩行者利用が見込まれる主な道路（約26万�q）農地約5割（約13万�q）につ　いて、車いすがすれ違え、障害者等も安全で快適　に利用できる幅の広い歩道（幅員3m以上）を整　備することを目標に、その整備を推進する。・歩道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックの設　置を積極的に推進するとともに、放置自転車をな　くすための自転車駐車場の整備、電線共同溝の整備等による電線類の地中化等を通じ、安心して歩行できる空間を確保する。・大都市圏の大部分の駅や地方圏の主要な駅を中心　に、駅前広場、車道部のかさ上げにより連続的に平坦性が確保された幅の広い歩道、昇降装置付立体横断施設、動く歩道等の整備等を推進する。2，障害者の交通安全に関連する施策・まちづくり�@交通安全に関する施策　「国連・障害者年の10年」が始まった1983年に、運輸省が「公共交通ターミナルにおける身体障害者移動・交通対策の推進・都市内の障害者用駐車スペースの確保を推進する　こととし、特に道路付属物として整備する駐車場　については、全てに障害者用駐車スペースを整備　する。3表1．高齢者・障害者等のための公共交通機関施設整備等の状況（運輸省資料による）82年度95年度整備率（％）対82年度比（％）凪（国鉄）総駅数4β41・エレベーターの設置411082．32．6・エスカレーターの設置732004．32．7身体障害者用トイレの設置1201，05222．78．8・誘導・警告ブロックの設置5712，51954．34．4・車いす用通路の整備2321，90541．08．2自動券売機に点字テープ貼付3841，83739．64．8私鉄総駅数1，766・エレベーターの設置231629．27．0・エスカレーターの設置7535920．34．8身体障害者用トイレの設置1641，38078．18．4・誘導・警告ブロックの設置5981，72097．42．9・車いす用通路の整備8131，56488．61．9自動券売機に点字テープ貼付1，0491β6377．21．3営団・公営地下鉄総駅数489・エレベーターの設置1816533．79．2・エスカレーターの設置23041184．01．8身体障害者用トイレの設置1123477LO3．1・誘導・警告ブロックの設置256489100．0L9・車いす用通路の整備32042085．91．3自動券売機に点字テープ貼付15146094．13．0・高速道路等のサービスエリア及びパーキングエリ　ア並びに主要な幹線道路で整備を進めている「道　の駅」の全てについて、障害者用トイレ、駐車場　を整備する。　現在では、2000年に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（通称　交通バリアフリー法）が制定され、公共交通では駅のエスカレーターの設置が活発に行われているほか、車いすに乗ったままでも利用が容易なノンステップバスや低床バスの導入が進んでいる。�A交通安全に関するまちづくり　現在、日本の各地で「福祉のまちづくり条例」が制定されている。日本初の「福祉のまちづくり条例」といえるものは、1974年に東京都町田市で「町田市の建物等に関する福祉環境整備要項」として制定されたものである。　日本障害者協議会（1995）は、障害のある市民が「福祉のまちづくり」に求めてきたものは、障害のない市民と同じ体験の中で生活することであり、自らの自立生活の機会を獲得することであると述べている。そして、法制化によってどのように生活環境が変わるか期待される部分も多い。しかし、既存施設の改善手法及び整備のチェック方法が今後の重要な課題となっており、今後条例化に合わせて計画時のチェックや竣工後の利用評価などを行う住民主体の組織を設置しながらより条例化が進むように進められなければならないとしている。　また日比野（1999〉は、今日では公共施設などのバリアフリーデザインがかなり進んだが、それらを結ぶ交通機関とアクセスが大きな課題になるとしている。そして、交通環境が福祉のまちづくりの中心課題になってきており、その際には交通権の思想が重要となると述べている。交通権とは「国民の交通する権利」のことであり、日比野ら（1998）が1986年に誕生した交通権学会の設立10周年記念としてまとめたものである。4　さらにもり（1999）によると、近年各自治体で制定されている条例では、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律」（通称　ハートビル法）にいう「特定建築物」の建造主に対して、事前の協議を求めているという。ただし、これらの規定に罰則はなく、実効性について疑問視する声がないわけではないとしている。また、まちづくり条例のもう一つの柱は「社会連帯の理念の啓発」であるとし、この条例にしたがう形で、学校教育や社会教育の場で啓発が試みられていると述べている。　以下に実際に制定されたまちづくり条例やまちづくりの主な例を紹介する。（1〉大阪府福祉のまちづくり条例（平成5年4月施　　行、平成8年4月に改正施行）　大阪府福祉のまちづくり条例は不特定多数の人が利用する施設に対し、福祉的な配慮を求めており、特に公共性の高い施設について、新設の場合は事前協議、既存施設の場合は条例への適合状況の調査や改善の策定などの手続きを施設設置者、管理者に求めている。・具体的な整備基準例　　歩道　　幅員　一90cm　　段差　一歩道と車道とが接続する部分には段　　　　　　差を設けない（すりつける）　　その他一平坦で滑りにくく水はけをよくする　　　　　一視覚障害者用信号付加装置の設置さ　　　　　　れている横断歩道に接する部分及び　　　　　　横断歩道橋の昇降口等には、視覚障　　　　　　害者用誘導ブロックを敷設する　身体障害者用駐車場　　駐車枠一幅350cm以上　　数　　一1以上　　その他一出入口に最も近い位置に設ける　　　　　一国際シンボルマークを表示する・その他　認定証一条例で定める整備基準に適合するよう　　　　に整備・改善がなされた都市施設には　　　　新設・既設を問わず「適合証」を交付　　　　する。この適合証はすべての人々が安　　　　心して利用できる施設の指標となるも　　　　のとする、福祉のまちづくり推進委員会一福祉のまちづくりが円滑に推進される　よう、学識経験者、障害者団体代表、事業者団体代表などからなる「福祉の　まちづくり推進委員会」を設置し、進行管理や推進方策の検討を行う（2）和歌山県福祉のまちづくり条例（平成9年10月　　施行）　和歌山県福祉のまちづくり条例では、障害者や高齢者等の行動や社会参加を阻んでいる様々な障壁を取り除き、すべての人が自らの意思で自由に行動し、主体的に社会参加ができ、ともに地域社会で快適に暮らせる「福祉のまちづくり」を推進している。・具体的な整備基準例　　歩道　　幅員　　　　一200cm以上　　すりつけ勾配一歩道等の巻込み部における歩　　　　　　　　　道等と車道とのすりつけ及び　　　　　　横断歩道における歩道等と車　　　　　　道とのすりつけについて次に　　　　　　定める構造とすること　　　　　　アすりつけ勾配は8％とす　　　　　　　　ること　　　　　　イ　車道と歩道等は縁石等で　　　　　　　　区画するものとし、車い　　　　　　　　す使用者が通過する際に　　　　　　　　支障となる段を設けない　　　　　　　　こと横断歩道における中央分離帯と車道とのすりつけ　　　　　一縁石等で区画するものとし、　　　　　　同一の高さですりつけることグレーチングー歩道等を横断する排水溝を設5　　　　　　　　ける場合には溝ぶたを設け、　　　　　　　　その溝ぶたは条例によって定　　　　　　　　められた構造にすること　　点字ブロックー必要に応じて、注意喚起用床　　　　　　　　材及び誘導用床材を敷設する　　　　　　　　　こと　　地下横断歩道及び横断歩道橋　　　　　　　　一地下横断歩道の幅員は170cm　　　　　　　　以上、横断歩道橋の幅員は　　　　　　　　120cm以上　　　　　　　　一段を設ける場合には次に定め　　　　　　　　　る構造とすること　　　　　　　　　ア　必要に応じて手すりを設　　　　　　　　　　ける　　　　　　　　　イ　回り段を設けないこと　　　　　　　　　ウ　表面は粗面とし、又は滑　　　　　　　　　　　りにくい材料で仕上げる　　　　　　　　　　こと　　　　　　　　　工　踏面の色とけあげの色を　　　　　　　　　　明度差の大きいものとす　　　　　　　　　　る（識別しやすく、かつ、　　　　　　　　　　つまずきにくいもの）　　　　　　　　　オ　段の上端に近接する歩道　　　　　　　　　　等及び踊場の部分には、　　　　　　　　　　注意喚起用床材を敷設す　　　　　　　　　　　ること　　　　　　　　一必要に応じてエレベーターを　　　　　　　　　設置すること　駐車場　　駐車枠一幅350cm以上　　数　　一1以上　　その他一車いす使用者である旨を見やすい方　　　　　　法により表示すること・その他　認定証一公共的施設所有者等は、当該公共的施　　　　　設が障害者、高齢者等が安全かつ円滑　　　　　に利用できるように配慮された施設で　　　　　あることを証する証票の交付を知事に　　　　　請求することができる（3）香川県福祉のまちづくり条例（平成12年4月施　　行）　香川県福祉のまちづくり条例では、障害のある方や高齢者をはじめ、すべての人が住みなれた地域の中で安心して生活でき、積極的に社会参加ができるような福祉のまちづくりを進めている。・具体的な整備基準例塑　　　幅員　　　　一200cm以上　　　すりつけ勾配一12分の1以下　　横断歩道　　一車いす使用者が円滑に通行で　　　　　　　　　きるように中央分離帯と車道　　　　　　　　　とをすりつける　　　グレーチングー杖等の使用者の通行に支障の　　　　　　　　　ない構造の溝ぶたの設置　　　点字ブロックー状況に応じて視覚障害者の誘　　　　　　　　　導等に配慮したブロックの敷　　　　　　　　　設　　　その他　　　一歩道と車道の明確な分離　　身体障害者用駐車場　　　駐車枠一幅350cm以上（そのうち100cm以上　　　　　　を乗降スペースとする）　　　数　　一1以上　　　その他一駐車施設から施設の出入口まで、安　　　　　　全性に配慮した経路の確保　　　　　　一杖等の使用者の通行に支障のない構　　　　　　造の溝ぶたの設置　　　　　　一高低差のある場合の傾斜路又は車い　　　　　　す使用者用特殊構造昇降機の設置・その他　　適合証一整備基準に適合している公共的施設に　　　　　　は、請求により、知事が適合証を交付　　　　　　する　　香川県福祉のまちづくり推進協議会一推進協議会は、福祉のまちづくりの推　進のために必要な情報交換、連絡調整　等を行う。また、それとともに県民一　人一人が福祉のまちづくりに積極的に　参加し協力する機運を醸成するための6啓発活動を展開し、福祉のまちづくりを推進することを目的としている。（4）岡山県福祉のまちづくり条例（平成12年4月一’　　部施行、平成13年4月建築物等の新築や改築な　　どの際の届け出手続き等施行）　岡山県はすべての入の個性と人権が尊重され、あらゆる活動へ主体的に参加し、快適に生き生きと生活できる社会をめざして、高齢者、障害者等の活動を阻む様々な障壁（バリア）を取り除き、誰もが自らの意思で自由に行動し、安全かつ快適に生活できる住みよい福祉のまちづくりを県民総参加で進めるとしている。・具体的な整備基準例遡　　　幅員一200cm以上。ただし、自転車歩行者道　　　　　は300cm以上で100cm以上の平坦部分　　　　　を確保すること　　交差点、縁石の切り下げ部分のすりつけ勾配　　　　一5％（やむを得ない場合は8％〉　　身体障害者用駐車場　　駐車枠一幅350cm以上　　数一20台以上100台以下の場合は1台以　　　　　　上、100台を超えた場合は100台ご　　　　　　とに1台加算した数　　その他一出入り口に近い位置　　　　　一車いす使用者である旨の表示　　　　　一水平面の確保　その他　認定証一生活関連施設（病院、店舗、集会場、　　　　　ホテル、学校、官公庁舎、公共交通機　　　　　関の施設、道路、公園その他の不特定　　　　　かつ多数の者が利用する施設及びこれ　　　　　に順ずる施設）の設置者等は、当該生　　　　　活関連施設の構造及び設備が整備基準　　　　　に適合しているときは、規則で定める　　　　　ところにより、高齢者、障害者等にわ　　　　　かりやすく表示するように努めるもの　　　　　とする高齢者、障害者等の意見一特定生活関連施設（生活関連施設のう　ち高齢者、障害者等が安全かつ円滑に　利用できるように特に整備を促進する　ことが必要な施設）の新築等をしよう　とする者は当該特定生活関連施設の新　築等に当たり、高齢者、障害者等の意　見を聞くように努めるものとする　これらのまちづくり条例の主な共通点として、いずれの県においても条例で定める整備基準に適合するように整備・改善がなされた施設に対して認定証を交付していることが挙げられる。また、整備基準においては、身体障害者用駐車場の幅が350cmと共通していた。　また、相違点としては、大阪府福祉のまちづくり条例では整備基準において歩道の幅が90cm以上であるのに対し、他の3つの条例は200cm以上としていることが挙げられる。さらに岡山県福祉のまちづくり条例では自転車歩行車道についての基準（幅を300cmとし、そのうち100cm以上の平坦部分を確保する〉も定めている。その他の相違点としては、香川県福祉のまちづくり条例と岡山県福祉のまちづくり条例においては、身体障害者用駐車場の幅だけでなく、乗降スペースの幅や設置台数、駐車場の水平面の確保、駐車場への通路の幅等の基準についても定めていることが挙げられる。　制定年による違いとしては、岡山県福祉のまちづくり条例が平成13年に施行されており、4つの条例のうちでは1番新しい条例といえる。この岡山県福祉のまちづくり条例においては、歩道やすりつけ勾配、身体障害者用駐車場などにおいて幅だけでなく、自転車歩行車道や身体障害者用駐車場の台数について、また、施設等を新築する際に高齢者や障害者からの意見を聞くように努めるなど他の条例にはあまりみられない細かい点についても基準を定めているQ　埼玉新聞によると埼玉県では1995年3月にまちづくり条例が制定されたが、県の調べで1999年8月の7

